
”時間を大切に”の意味です

新春特別号

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は、構成組織・加盟組合をはじめ多くの仲間の皆さんに連合運動をお支え
いただき感謝申し上げます。
　例年であれば、連合三重として「新春旗びらき」を開催し、今年の運動の前進に向
けた心合わせを行うところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、
参加者の安全を最優先に考え開催を見合わせることといたしました。このようにコ
ロナ禍では、労働組合の取り組みが制約されますが、連合三重に結集する構成組
織と組合員が一丸となって取り組みを行い、連合運動を前進させていきます。皆さ
んのご協力をお願いいたします。

　
　
　さて新しい年を迎え、２０２２春季生活闘争がスタートします。２０２１春季生活闘争では中小企業の賃上げが大手
企業を上回る結果となり、このことは極めて意義深いことであり、これまでには考えられなかったことであります。
　２年続けてコロナ禍での闘争となります。産業によっては依然厳しい状況におかれているところもありますが、
昨年とはかなり状況が異なっていると認識しています。
　自らの企業のおかれた状況を踏まえつつ、「賃上げの流れ」が継続できるようすべての組合において「要求」して
いただき、粘り強い交渉を行っていただきたいと思います。

　
　
　政治活動については、昨年行われた第４９回衆議院議員選挙では、県下の状況は非常に厳しい結果となりまし
た。この結果を踏まえ、本年夏に行われる第２６回参議院議員通常選挙の選挙区選挙においては、連合三重が推
薦する候補予定者の必勝に向け、構成組織すべてが団結して支援できるよう努力していきます。

　　

　次に、昨年１０月に開催した定期大会で確認いただいた「ジェンダー平等推進計画フェーズ１」については、５
つの達成目標と４つの推進目標があります。構成組織の協力なしでは前進させることができません。労働組合
における男女平等参画、職場・社会におけるジェンダー平等の推進に、引き続きのご理解とご協力をお願いいた
します。

　

　最後に、今年の運動を進めるにあたっては、連合三重役員全員の心合わせ
を大切にし、取り組んでまいります。引き続きの連合運動への参加をお願い
いたします。
　連合三重に集う仲間の皆さんとご家族のご多幸を祈念し、年頭のあいさ
つとします。
　本年もよろしくお願いいたします。
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　最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定め、働くすべての人に賃金の
最低額（最低賃金）を定める制度です。

902円（改正前：874円）時給額

～連合全国一斉集中労働相談ホットライン～

三重県の最低賃金

三重県最低賃金

三重県特定（産業別）
最低賃金

STOP雇用不安！みんなの力で職場を改善しませんか

三重県労福協
豊かで、公正な社会づくりをめざして。

〒514－0004　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－2855
ＦＡＸ　059－229－4433
ホームページ　http://www.mie-rofkyo.jp

私たちは、日本でただひとつ。はたらく人のための生活応援バンクです。

〒514－0003　津市桜橋2丁目126番地
ＴＥＬ　059－224－0336
ＦＡＸ　059－224－4819
ホームページ　http://tokai.rokin.or.jp

共済事業をとおして「労働者福祉運動」をサポートします。

〒514－0004　津市栄町4－259－1
ＴＥＬ　059－227－6167
ＦＡＸ　059－225－5069
ホームページ　https://www.zenrosai.coop

理想の住まいづくりをカタチにする暮らしのパートナー。

〒514－8540　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－0851
ＦＡＸ　059－225－0337
ホームページ　http://www.mie-jsk.or.jp/

安心社会づくりに向けた福祉活動に、各種団体と連携して取り組みます

※発効日：2021年10月 1 日
あなたの
最低賃金を
チェックして
みよう▼※発効日：2021年12月21日

三重県特定最低賃金名 最低賃金額
（時間額）

923円ガラス・同製品製造業最低賃金

942円電線・ケーブル製造業最低賃金

927円電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金

962円建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・
同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具
製造業最低賃金

（改正前：901円）

（改正前：921円）

（改正前：906円）

（改正前：942円）

解雇・雇止め シフトの削減派遣先がない⁉

同一労働同一賃金 パワハラ・退職勧奨⁉


